
契約実施計画番号

納　期　ま　た　は　工　期

調　達　要　求　番　号

納地または工事場所

単位

物　品　番　号

部品番号　または　規格

仕　様　書　番　号

品名　または　件名

使　用　器　材　名

銘　　柄 使　用　期　限　等 グ　ル　ー　プ

搬　入　場　所

引　渡　場　所

指定 検査 包装

号第
   令和6年3月1日

            分任契約担当官

            陸上自衛隊日本原駐屯地

            第３５６会計隊日本原派遣隊長  磯部　和春

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

3QHU1OO01720 3RRX1A60717

PC100.00

日本原駐業

令和6年3月29日（金）日本原演習場廠舎

日本原演習場廠舎

0001

上記項目を含む要求品目の内容については、品目等内訳書に記載する。

数 量

２　競争参加資格

　　次のいずれかであること

　　全省庁統一資格の「物品の販売」に係る等級がA、B、C、D等級であること

　　ただし、細部は注意事項による。

３　契約条項を示す場所

　　陸上自衛隊日本原駐屯地　第356会計隊日本原派遣隊　契約班窓口

４　説明会及び入札執行の日時場所

　　説明会日時場所：実施しない。

　　入札日時場所　：令和6年3月11日（月）13時30分　会計隊入札室

５　保証金

　　入札保証金：免除　契約保証金：免除

６　落札決定方式及び契約方式

　　落札決定方式：品目別総額　契約方式：一般競争

７　注意事項

（1）適用する契約条項

　　 駐屯地用標準契約の下記の条項を適用する。

   ア　基本契約条項

　　　 物品売買契約条項

　 イ　特約条項

　　(ァ) 談合等の不正防止に関する特約条項

　　(ィ) 暴力団排除に関する特約条項

（2）その他

　　 別紙のとおり

OO28公告

１　入札事項

公 告

巻付グリップ　ほか59件

ＧＳＤ－１４　シンプル用
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銘　　柄

品　目　等　内　訳　書

引 渡 場 所

契約実施計画番号

指定

搬 入 場 所

納　　地

納　　期

数　量

品　　　　　　　　　名

調達要求番号 物品番号

包装

部品番号　または　規格

使用器材名 仕様書番号

金　額 使用期限等ＮＯ 単　価

単　位

検査

3QHU1OO01720

  1

グループ

3RRX1A60717 PC     100.00

巻付グリップ

ＧＳＤ－１４　シンプル用

日本原演習場廠舎

日本原演習場廠舎

日本原駐業

令和6年3月29日

1

0001

3RRX1A60717 PC      50.00

巻付グリップ

ＧＳＤ－１８　シンプル用

日本原演習場廠舎

日本原演習場廠舎

日本原駐業

令和6年3月29日

2

0002

3RRX1A60717 PC      50.00

巻付グリップ

ＧＳＤ－１２　シンプル用

日本原演習場廠舎

日本原演習場廠舎

日本原駐業

令和6年3月29日

3

0003

3RRX1A60717 PC     100.00

巻付グリップ

ＧＳＤ－１４　直線用

日本原演習場廠舎

日本原演習場廠舎

日本原駐業

令和6年3月29日

4

0004

3RRX1A60717 MT   2,500.00

光ファイバーケーブル

たるみ付少心架空ケーブル　２４心

日本原演習場廠舎

日本原演習場廠舎

日本原駐業

令和6年3月29日

5

0005

3RRX1A60717 MT   1,000.00

光ファイバーケーブル

スロットレス型ケーブル自己支持型４０心

日本原演習場廠舎

日本原演習場廠舎

日本原駐業

令和6年3月29日

6

0006

3RRX1A60717 EA      50.00

締付金具

ＤＨＳ－１Ｃ

日本原演習場廠舎

日本原演習場廠舎

日本原駐業

令和6年3月29日

7

0007

3RRX1A60717 EA      50.00

セフティベルト

ステンレスバンド１０Ｓ

日本原演習場廠舎

日本原演習場廠舎

日本原駐業

令和6年3月29日

8

0008

3RRX1A60717 EA     100.00

自在バンド

ＣＡＮ－ＦＢ－１７

日本原演習場廠舎

日本原演習場廠舎

日本原駐業

令和6年3月29日

9

0009
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銘　　柄

品　目　等　内　訳　書

引 渡 場 所

契約実施計画番号

指定

搬 入 場 所

納　　地

納　　期

数　量

品　　　　　　　　　名

調達要求番号 物品番号

包装

部品番号　または　規格

使用器材名 仕様書番号

金　額 使用期限等ＮＯ 単　価

単　位

検査

3QHU1OO01720

  2

グループ

3RRX1A60717 EA     100.00

自在バンド

ＣＡＮ－ＦＢ４Ｄ－１７

日本原演習場廠舎

日本原演習場廠舎

日本原駐業

令和6年3月29日

10

0010

3RRX1A60717 EA      20.00

自在バンド

ＣＡＮ－ＦＢ４Ｄ－１２

日本原演習場廠舎

日本原演習場廠舎

日本原駐業

令和6年3月29日

11

0011

3RRX1A60717 EA     100.00

足場ボルト

足場ボルト

日本原演習場廠舎

日本原演習場廠舎

日本原駐業

令和6年3月29日

12

0012

3RRX1A60717 EA      50.00

シンブル

丸シンブルサイズ１４

日本原演習場廠舎

日本原演習場廠舎

日本原駐業

令和6年3月29日

13

0013

3RRX1A60717 EA      75.00

吊架金物

ＤＬＣ－１

日本原演習場廠舎

日本原演習場廠舎

日本原駐業

令和6年3月29日

14

0014

3RRX1A60717 MT     500.00

亜鉛メッキ鋼より線

２号　７／２．００

日本原演習場廠舎

日本原演習場廠舎

日本原駐業

令和6年3月29日

15

0015

3RRX1A60717 EA      10.00

吊り線クランプ（通信ケーブル用）

ＤＬ－５０

日本原演習場廠舎

日本原演習場廠舎

日本原駐業

令和6年3月29日

16

0016

3RRX1A60717 EA       4.00

櫓出アーム

ＬＹＣＡ－６０

日本原演習場廠舎

日本原演習場廠舎

日本原駐業

令和6年3月29日

17

0017

3RRX1A60717 EA      10.00

櫓出アーム用自在バンド

ＬＹＣＢ－１７

日本原演習場廠舎

日本原演習場廠舎

日本原駐業

令和6年3月29日

18

0018
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銘　　柄

品　目　等　内　訳　書

引 渡 場 所

契約実施計画番号

指定

搬 入 場 所

納　　地

納　　期

数　量

品　　　　　　　　　名

調達要求番号 物品番号

包装

部品番号　または　規格

使用器材名 仕様書番号

金　額 使用期限等ＮＯ 単　価

単　位

検査

3QHU1OO01720

  3

グループ

3RRX1A60717 SP       2.00

ケーブル縛り紐

４１５５－１０１２

日本原演習場廠舎

日本原演習場廠舎

日本原駐業

令和6年3月29日

19

0019

3RRX1A60717 EA      50.00

自在バンド

ＮＢＴ－２１２

日本原演習場廠舎

日本原演習場廠舎

日本原駐業

令和6年3月29日

20

0020

3RRX1A60717 EA      30.00

自在バンド

ＮＢＣＡ－１１

日本原演習場廠舎

日本原演習場廠舎

日本原駐業

令和6年3月29日

21

0021

3RRX1A60717 EA      10.00

自在バンド

ＮＢＣＡ－１４

日本原演習場廠舎

日本原演習場廠舎

日本原駐業

令和6年3月29日

22

0022

3RRX1A60717 PC       5.00

光パッチコード

光ファイバーケーブルＳＣコネクタ×２－ＳＣコネクタ×２

日本原演習場廠舎

日本原演習場廠舎

日本原駐業

令和6年3月29日

23

0023

3RRX1A60717 EA       5.00

メディアコンバータＡ

ＬＴＲ－２－ＴＫ－ＷＦＣ２０ＡＲ

日本原演習場廠舎

日本原演習場廠舎

日本原駐業

令和6年3月29日

24

0024

3RRX1A60717 EA       5.00

メディアコンバータＢ

ＬＴＲ－２－ＴＫ－ＷＦＣ２０ＢＲ

日本原演習場廠舎

日本原演習場廠舎

日本原駐業

令和6年3月29日

25

0025

3RRX1A60717 EA       1.00

光ケーブル測定器

光ファイバーテスター

日本原演習場廠舎

日本原演習場廠舎

日本原駐業

令和6年3月29日

26

0026

3RRX1A60717 EA       1.00

光接続箱スタンダードタイプ

ＳＰＪ－ＳＡ４８－ＳＣ－Ｓ２

日本原演習場廠舎

日本原演習場廠舎

日本原駐業

令和6年3月29日

27

0027
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銘　　柄

品　目　等　内　訳　書

引 渡 場 所

契約実施計画番号

指定

搬 入 場 所

納　　地

納　　期

数　量

品　　　　　　　　　名

調達要求番号 物品番号

包装

部品番号　または　規格

使用器材名 仕様書番号

金　額 使用期限等ＮＯ 単　価

単　位

検査

3QHU1OO01720

  4

グループ

3RRX1A60717 EA       1.00

光接続箱スタンダードタイプ

ＳＰＪ－ＳＡ４８－ＳＣ－Ｓ１－ＢＯＲ

日本原演習場廠舎

日本原演習場廠舎

日本原駐業

令和6年3月29日

28

0028

3RRX1A60717 EA       2.00

光接続箱スタンダードタイプ

ＳＰＪ－ＳＡ２４－ＳＣ－Ｓ１－ＢＯＲ

日本原演習場廠舎

日本原演習場廠舎

日本原駐業

令和6年3月29日

29

0029

3RRX1A60717 EA      10.00

クイックＳＣコネクタ（ＳＭ）

Ｑ－ＳＣ－ＳＰＣ－＜ＳＭ＞－０２５－／０９０－Ｆ－Ｔ

日本原演習場廠舎

日本原演習場廠舎

日本原駐業

令和6年3月29日

30

0030

3RRX1A60718 EA      50.00

万能袋

ＥＡ９２５ＴＡ－３

日本原演習場廠舎

日本原演習場廠舎

日本原駐業

令和6年3月29日

31

0001

3RRX1A60718 EA      20.00

ＰＥテープ（スズラン）白

ＥＡ６２８ＰＮ－１１

日本原演習場廠舎

日本原演習場廠舎

日本原駐業

令和6年3月29日

32

0002

3RRX1A60718 EA      20.00

ＰＥテープ（スズラン）赤

ＥＡ６２８ＰＮ－１２

日本原演習場廠舎

日本原演習場廠舎

日本原駐業

令和6年3月29日

33

0003

3RRX1A60718 EA      40.00

（耐候性）大型土のう

ＥＡ９９７ＺＡ－１０１Ａ

日本原演習場廠舎

日本原演習場廠舎

日本原駐業

令和6年3月29日

34

0004

3RRX1A60718 EA     300.00

保護メガネ

ＥＡ８００ＡＲ－５

日本原演習場廠舎

日本原演習場廠舎

日本原駐業

令和6年3月29日

35

0005

3RRX1A60718 EA      12.00

ナイロンコードカッター

ＥＡ８９８Ｒ－７

日本原演習場廠舎

日本原演習場廠舎

日本原駐業

令和6年3月29日

36

0006
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銘　　柄

品　目　等　内　訳　書

引 渡 場 所

契約実施計画番号

指定

搬 入 場 所

納　　地

納　　期

数　量

品　　　　　　　　　名

調達要求番号 物品番号

包装

部品番号　または　規格

使用器材名 仕様書番号

金　額 使用期限等ＮＯ 単　価

単　位

検査

3QHU1OO01720

  5

グループ

3RRX1A60718 EA      10.00

ナイロンコードカッター

ＥＡ８９８Ｒ－１２

日本原演習場廠舎

日本原演習場廠舎

日本原駐業

令和6年3月29日

37

0007

3RRX1A60718 EA      20.00

ナイロンコードカッター用替コード

ＥＡ８９８Ｒ－２０

日本原演習場廠舎

日本原演習場廠舎

日本原駐業

令和6年3月29日

38

0008

3RRX1A60718 EA      10.00

ナイロンコードカッター用替コード

ＥＡ８９８Ｒ－２７

日本原演習場廠舎

日本原演習場廠舎

日本原駐業

令和6年3月29日

39

0009

3RRX1A60718 EA       4.00

［Ｕ型］溝さらえ

ＥＡ６５０ＢＨ－３３Ｂ

日本原演習場廠舎

日本原演習場廠舎

日本原駐業

令和6年3月29日

40

0010

3RRX1A60718 EA      60.00

耐油ニトリルゴム手袋

ＥＡ３５４ＤＣ－３３

日本原演習場廠舎

日本原演習場廠舎

日本原駐業

令和6年3月29日

41

0011

3RRX1A60718 EA      20.00

［生木剪定用］折込鋸

ＥＡ５９９ＤＬ－１１３

日本原演習場廠舎

日本原演習場廠舎

日本原駐業

令和6年3月29日

42

0012

3RRX1A60718 EA       4.00

溝掃除用スコップ（十能）

ＥＡ６５０ＢＨ－２２

日本原演習場廠舎

日本原演習場廠舎

日本原駐業

令和6年3月29日

43

0013

3RRX1A60718 CA       4.00

メジャーネイル

ＥＡ９４９ＣＲ－１００

日本原演習場廠舎

日本原演習場廠舎

日本原駐業

令和6年3月29日

44

0014

3RRX1A60718 CA      10.00

ポイントベース

ＥＡ９４９ＣＰ－１６

日本原演習場廠舎

日本原演習場廠舎

日本原駐業

令和6年3月29日

45

0015
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銘　　柄

品　目　等　内　訳　書

引 渡 場 所

契約実施計画番号

指定

搬 入 場 所

納　　地

納　　期

数　量

品　　　　　　　　　名

調達要求番号 物品番号

包装

部品番号　または　規格

使用器材名 仕様書番号

金　額 使用期限等ＮＯ 単　価

単　位

検査

3QHU1OO01720

  6

グループ

3RRX1A60718 EA       6.00

チェンソー作業腕カバー

ＥＡ３５５ＫＶ－１

日本原演習場廠舎

日本原演習場廠舎

日本原駐業

令和6年3月29日

46

0016

3RRX1A60718 EA      30.00

ＰＰロープ

ＥＡ６２８ＰＲ－５１

日本原演習場廠舎

日本原演習場廠舎

日本原駐業

令和6年3月29日

47

0017

3RRX1A60718 EA       1.00

高粘着難燃パテ

ＥＡ９３４ＫＤ－２３

日本原演習場廠舎

日本原演習場廠舎

日本原駐業

令和6年3月29日

48

0018

3RRX1A60718 SP       6.00

ＰＰロープ（い草色）

１１５－１３３１

日本原演習場廠舎

日本原演習場廠舎

日本原駐業

令和6年3月29日

49

0019

3RRX1A60718 SP      20.00

ＰＰロープ（白）

２３２－１７００

日本原演習場廠舎

日本原演習場廠舎

日本原駐業

令和6年3月29日

50

0020

3RRX1A60719 CA       2.00

ロープスティック

ＲＳ－１５－１　１０本入り

日本原演習場廠舎

日本原演習場廠舎

日本原駐業

令和6年3月29日

51

0001

3RRX1A60719 EA      50.00

チェンソー替刃

９１ＶＧ－５８Ｅ

日本原演習場廠舎

日本原演習場廠舎

日本原駐業

令和6年3月29日

52

0002

3RRX1A60719 EA      50.00

チェンソー替刃

９１ＶＧ－５７Ｅ

日本原演習場廠舎

日本原演習場廠舎

日本原駐業

令和6年3月29日

53

0003

3RRX1A60719 EA      30.00

チェンソー替刃

７３ＤＰ－７８Ｅ

日本原演習場廠舎

日本原演習場廠舎

日本原駐業

令和6年3月29日

54

0004
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銘　　柄

品　目　等　内　訳　書

引 渡 場 所

契約実施計画番号

指定

搬 入 場 所

納　　地

納　　期

数　量

品　　　　　　　　　名

調達要求番号 物品番号

包装

部品番号　または　規格

使用器材名 仕様書番号

金　額 使用期限等ＮＯ 単　価

単　位

検査

3QHU1OO01720

  7

グループ

3RRX1A60719 EA      50.00

チェンソー替刃

７３ＤＰ－７２Ｅ

日本原演習場廠舎

日本原演習場廠舎

日本原駐業

令和6年3月29日

55

0005

3RRX1A60719 EA      50.00

チェンソー替刃

９１ＰＸ－５６Ｅ

日本原演習場廠舎

日本原演習場廠舎

日本原駐業

令和6年3月29日

56

0006

3RRX1A60719 EA      50.00

チェンソー替刃

２１ＢＰ－８０Ｅ

日本原演習場廠舎

日本原演習場廠舎

日本原駐業

令和6年3月29日

57

0007

3RRX1A60719 EA      24.00

チェンソー替刃

ピコマイクロ３　，３／８’Ｐ　４０ｃｍ

日本原演習場廠舎

日本原演習場廠舎

日本原駐業

令和6年3月29日

58

0008

3RRX1A60719 BG      50.00

乾燥モルタル

２０ｋｇ入り

日本原演習場廠舎

日本原演習場廠舎

日本原駐業

令和6年3月29日

59

0009

3RRX1A60719 BG      10.00

石灰

２０ｋｇ入り

日本原演習場廠舎

日本原演習場廠舎

日本原駐業

令和6年3月29日

60

0010

‐　以　下　余　白　‐



                                                  ３５６会日本原公告 第 OO２８号 別紙 

 

１ 競争に参加する者に必要な資格に関する事項 

（１）予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を 

   得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

（２）予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。 

（３）全省庁統一資格登録手続きを完了した者のうち、「物品の販売」の登録格付「D」級以上に格付けされ、中国地域の競争参加資格を有する者。 

（４）付紙「装備品等及び役務の調達に係わる指名停止等」に該当しないものであること。 

（５）契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 

２ 保証金等に関する事項 

（１）入札保証金は免除（但し、落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、

落札価格の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収する。） 

（２）契約保証金は免除（但し、契約者が契約の適切な履行をしない場合は、契約金額の１００分の１０以上の金額を違約金として徴収する。） 

３ 入札の無効 

（１）第１項で示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札 

（２）入札開始時刻に遅れたものによる入札 

（３）入札に関する条項に違反した入札 

（４）入札金額、入札者の氏名及び押印された印影が判別し難い入札 

（５）電報・電話・FAXによる入札 

（６）暴力団排除に関する誓約を実施していない者の入札及び誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合 

４ 入札書の提出 

郵便による入札については、令和６年３月８日（金）１７時００分必着とする。その際、封筒には「入札件名」及び「入札執行日時」を明記して下さい。

また、事前に郵便による入札の申し出を会計隊契約班まで行うとともに、必ず便着の確認をして下さい。 

５ 落札決定方式 

（１） 品目別決定。  

（２） 落札決定については、各品目毎の予定価格の範囲内で最低の価格をもって申込をした者を落札者とする。なお、落札となるべき同価の入札をした者

が２人以上ある場合は、抽選により落札者を決定する。 

（３） 落札決定に当たっては、入札書に記載された当該金額の１０％に相当する額を加算した金額を持って落札金額とするので、各入札者は消費税に係る



課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 契約書の作成 

契約書の作成については省略する。（ただし５０万円を超える場合は請書を作成する。） 

７ その他 

（１）契約の成立時期については契約書に双方が記名押印したときとする。 

（２）入札に参加する者は入札書に次の文面を記載するものとする。 

「当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約書に定める事項について誓約します。」 

「上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。」 

（３） 代理人をもって入札に参加する場合は、委任状（様式任意）を提出すること。 

（４）１回の入札で落札決定できない場合には、直ちに再度入札を実施する。ただし、初度入札で郵便による入札参加者があった場合の再度の入札時期は 

別示する。 

（５）同等品で入札を行う場合は、令和６年３月８日（金）１０時００分までに「同等品承認申請書」を契約班窓口に提出すること。 

（６）入札に参加を希望する場合は、下記本項第７号の「入札及び契約に関する問い合わせ先」に電話にて連絡すること。 

（７）入札及び契約事項に関する問い合わせ先 

〒７０８－１３２５ 

岡山県勝田郡奈義町滝本官有無番地 陸上自衛隊日本原駐屯地 第３５６会計隊日本原派遣隊 契約班 （担当：折口） 

TEL０８６８－３６－５１５１（内線３４６） FAX０８６８－３６－２１９８（直通） 

８ 公告掲示場所及び期間 

（１）掲示場所：日本原駐屯地第３５６会計隊日本原派遣隊、 

中部方面会計隊ホームページ https://www.mod.go.jp/gsdf/mae/mafin/ 

 

https://www.mod.go.jp/gsdf/mae/mafin/


付紙  

 

装備品等及び役務の調達に係わる指名停止等 

 

 

１ 大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止措置等の要領」に基づく指名停止の措置を受けて

いる期間中の者でないこと。 

  

２ 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約

を行おうとする者でないこと。  

 

３ 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。  

 

４ 第２号の「資本関係又は人的関係にある」場合とは、次に定める基準のいずれかに該当する場合をいう。  

(１) 資本関係がある場合  

次のア又はイに該当する二者の場合。ただし、アについては子会社（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第３号及び会社法施行規則（平成１８年法務省

令第１２号）第３条の規定による子会社をいう。以下同じ。）又は、イについて子会社の一方が会社更正法（昭和２７年法律第１７２号）第２条第７項に規定す

る更正会社（以下「更正会社」という。）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２条第４号に規定する再生手続（以下「再生手続」という。）が存続

中の会社である場合を除く。  

ア 親会社（会社法第２条４号及び会社法施行規則第３条の規定による親会社をいう。以下同じ。）と子会社の関係にある場合。  

イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。  

(２) 人的関係がある場合  

次のア又はイに該当する二者の場合。ただし、アについては、更正会社又は再生手続存続中の会社である場合は除く。  

ア 一方の会社の役員（常勤又は非常勤の取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これらに準ずる者をいい、社外役員を除く。以下の号において

同じ。）が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合。  

イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更正法第６７条第１項又は民事再生法第６４条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合。  

ウ(１)及び(２)に掲げる場合のほか、資本構成又は人的構成において関連性のある一方の会社による落札が他方の会社に係る指名停止等の措置の効果を事実上減

殺するなど(１)又は(２)に掲げる場合と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合。 


